
令和 4 年

第 13 回

行橋市教育委員会

教育委員会会議録

令和4年12月26日(月)



1 招集日時
15 時 0 分

2 招集場所

3 出席委員

教育長職務代理者 水谷　知子
委　　員 村上　信哉
委　　員 桃坂　克己
委　　員 𠮷兼　法子

4 出席職員等 長尾教育長
辛嶋教育部長
𠮷本教育総務課長
三田井指導室長
川中学校管理課長
木村防災食育センター長
森生涯学習課長
小川文化課長
門司スポーツ振興課長

山谷指導係主任主査

5 議題及び議事の大要

別紙

6 閉会 15 時 25 分

指 名 委 員

教 育 長

教育委員会会議録

令和4年12月26日(月)

5階　第2委員会室



1 

 

 令和４年１２月２６日 

 開議  １５時０６分 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

それでは、ただいまから令和４年第１３回の定例教育委員会を開催したいと思います。 

事前にお配りをいたしました、定例教育委員会開催の通知文に、報告第４３号の記載

が漏れておりました。申し訳ございません。正しくはお配りをしております、資料の次

第のとおりでございます。訂正をお願いいたします。 

また開会前、資料の差し替え等がございますので、確認をさせていただきます。 

資料の６ページの差し替えが１枚と、行橋市増田美術館企画展のポスターを１枚、机

上に配付をしております。また会議終了後に、学校規模・学校再編に関します検討経過

について御報告をさせていただきますので、行橋市教育みらい基本計画素案と、左上に

参考と記載しております資料を 1部机上に配付しております。 

不足等はございませんでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

それでは、長尾教育長、よろしくお願いいたします。 

１.開会 

〇教育長 長尾明美君 

では、定足数に足しておりますので、令和４年第１３回の定例教育員会を開会いたし

ます。 

２.前回会議録の承認 

〇教育長 長尾明美君 

それでは、前回の会議録の承認を議題といたします。 

この件について何か意見等がありましたら、お願いをいたします。 

（「ありません」の声あり） 

ないようですので、承認いただいたものといたします。 

なお、今回、会議録署名委員は、会議規則第１７条の規定によりまして、桃坂委員を

指名いたします。桃坂委員、よろしくお願いいたします。 

〇委員 桃坂克己君 

はい。 

３.教育長事務報告 

〇教育長 長尾明美君 

続きまして、教育長事務報告についてでございます。１１月３０日から１２月２５日

までの事務について、記載をいたしました資料を事前にお配りさせていただいておりま

す。内容等について御質問がありましたら、お願いをいたします。よろしいでしょうか。 
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（「ありません」の声あり） 

ないようですので、教育長事務報告を終わらせていただきます。 

４.議事 

本日は議事がございませんので、報告事項に入りたいと思います。 

５.報告事項 

（１）報告第４１号 人事案件について 

〇教育長 長尾明美君 

報告第４１号の人事案件については、非公開での説明としたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

それでは非公開のため、その他事項が終了した後に報告を受けたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

（２）報告第４２号 行橋市学校運営協議会委員の任命について 

〇教育長 長尾明美君 

では、続きまして、報告第４２号 行橋市学校運営協議会委員の任命について、御説明

をお願いいたします。 

𠮷本課長、お願いします。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

教育総務課から御説明いたします。資料３ページをお願いします。 

本年４月 1日付で任命を行いました、長峡中学校学校運営協議会委員の内、１名が１

１月３０日付で民生児童委員を任期満了により退任となったことに伴いまして、運営協

議会の委員も辞任をしたために、後任の民生児童委員を１２月１日付で任命をしたとこ

ろでございます。後任の方につきましては、資料の４ページの５番目の方になります。 

以上でございます。 

〇教育長 長尾明美君 

説明が終わりました。何か御質問、御意見等がありましたら、お願いをいたします。 

（「ありません」の声あり） 

（３）報告第４３号 １２月定例議会の議案の議決状況について 

〇教育長 長尾明美君 

では、続きまして、報告第４３号 １２月定例議会の議案の議決状況について、御説明

をお願いいたします。 

𠮷本課長、お願いします。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

教育総務課から御説明をいたします。本日お配りした資料のほうを御覧ください。 
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今回の１２月定例議会では、まず、行橋市民体育館外部等改修工事請負変更契約の締

結につきましては、６月議会において本工事の契約の議案について議決をいただいたと

ころでありますが、一部工事内容と契約金額に変更が生じたために、契約を変更するこ

とについて、９月議会に上程をいたしましたが、賛成少数で否決となりました。今回、

再度上程するにあたりまして、契約金額変更と併せ、工期につきましても、来年の３月

１７日までとしていたところを、３月末までに延長する工期変更も併せて行う内容で上

程をいたしまして、全員一致で可決をいただいたところでございます。 

続いて、令和４年度一般会計第５次補正予算のうち、教育委員会所管分の主なものと

いたしまして、まず、教育総務課では、行橋小学校及び今川小学校の新設校舎でのＷｉ

-Ｆｉアクセスポイント整備に係ります予算や、教室増加が見込まれます泉小学校での

ＩＣＴ環境整備に係る予算など、学校管理課では、電気料金の高騰を受けて小中学校で

の光熱水費の増額や、同じく教室増加が見込まれる泉小学校及び長峡中学校での教室改

修工事や備品購入に係ります予算など、防災食育センターでは、配送車の燃料費やセン

ターでの光熱水費の増額、クラス数増加による食缶等一式の購入に係る予算を、また文

化課では、民間の宅地開発事業に伴って確認をされました長江寺屋敷遺跡の緊急発掘調

査に係る予算を、それぞれ計上いたしまして、賛成多数で原案を可決いただいたところ

でございます。 

また、前回、１１月３０日の教育委員会会議で、教育委員会処務規則の一部改正につ

いて、市全体の行政組織機構の見直しに伴います、教育委員会事務局の組織改変に係る

内容を御説明いたしまして、承認をいただいたところでございます。しかし、今回の定

例議会には、市全体の機構改革に伴い改正する必要がありました条例として、「行橋市事

務分掌条例の一部を改正する条例」を上程したところでありますが、こちらは、賛成少

数で否決となったところでございます。 

今回の行橋市事務分掌条例の一部改正では、市全体の組織の変更内容を全て網羅して

いるわけではございませんで、部の再編や部の所掌事務の変更に係る部分のみとなって

いるわけでございますけれども、課の新設であったり係の名称変更等は、そういった全

体の変更内容を議会の各常任委員会でそれぞれ御説明をした上で否決となったことから、

今回検討していた、この令和５年４月１日付の機構改革案につきましては、今後どのよ

うな対応をとるのかというところで、市全体として内部検討をしていく必要がございま

して、教育委員会として対応する必要が生じれば、その時点で改めて御説明していきた

いと考えております。 

なお次のページ以降に、文教厚生委員会での審議におきます各課への指摘事項を添付

しておりますが、９月定例教育委員会で申し上げたとおり、この文教厚生委員会での指

摘事項につきましても、事前に配付をさせていただいて内容を御確認いただきまして、
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この議決状況の報告の際に御意見、御質問等をお受けしたいと思っておりますので、何

かございましたら、この場でよろしくお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

〇教育長 長尾明美君 

説明が終わりました。会議録を含めて、御質問、御意見等がありましたらお願いいた

します。 

いかがでしょうか。よろしいですか。 

（特に声なし） 

𠮷本課長。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

よろしいでしょうか。先ほど機構改革の関係で否決となったということですけれども、

動画配信などで、本会議の様子を御覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけれど、

条例自体は総務委員会のほうに付託をされまして議論されたというところで、委員長報

告が、先日の２３日金曜日に最終の本会議の中でありました。その中で出た総務委員の

指摘事項の中で、教育委員会にかかわるところといえば、文化の推進については、市民

にとって生涯学習のウエイトが大きい。これにつきましてはスポーツと共に文化の向上

を担う部署について精査を行ってほしい。 

あと全体的な話としては、業務の平準化、業務量の明確化、人数等業務量の調査を行

った上で機構改革に当たるほうが望ましいのではないか、また政策の方向性が見えない

中での機構改革は、やぐらを張り替えただけの印象を受ける、機構改革を行う意図とし

て市長が目指す政策の方向性に合わせて組織を整えることが挙げられ、漠然と行っても

市長が何を目指したいのかが見えないとの議論が続くのではないか。まず市長のビジョ

ンを明らかにして機構改革の中長期的な展望を示してほしい。目的が明確になれば、機

構改革についても理解をしていける、というような総務委員会での議論があったという

委員長報告がありました。以上です。 

〇教育長 長尾明美君 

ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

〇委員 桃坂克己君 

まさに、そうだと思います。 

〇委員 村上信哉君 

ちょっと１つだけ質問をいいですか。そういう機構改革をするときに、私もこの前、

話を聞いたときには、もう一方的に、しますという感じに受け取れたので、あっ、そん

なものなんだと逆に思ってしまったんですけど、今の話を聞くと、一応その条例を変え

たり、いろんな手順を踏まないとできないという意味なんでしょうか。 
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〇教育長 長尾明美君 

𠮷本課長。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

そうですね、村上委員おっしゃるとおり、機構は今までも条例に係らない部分で改変

をしたこともございます。ただ、その場合も、文教厚生委員会とかですね、それぞれ担

当する委員会のほうには事務局のほうから、こういったことを変えますと報告をしてお

ります。ただ条例に関わらない部分は、制度上はですね、議員さんがそれにノーを出す

ことはできないという内容となっております。 

ただ今回は、さきほど申し上げたとおり、部の市長公室をなくすと、部の再編にも関

わる内容で、それが条例を変えないとできない内容が絡んでいたので、議会の議決が必

要だというところで上程はしたんですけれども、今ありましたような御意見を踏まえて

賛成した方が少数だったという結果でした。だから部を変えない課の新設、課の再編、

課の名称を変えるとか、係をさわるとかいうことは、制度上はできるかもしれませんけ

れど、ただ今回は先程言ったように、全ての内容を説明した上で否決となったというこ

ともございますので、それをどうしていくのか、どう対応するのかというのは、また執

行部で検討をしないといけないというところです。 

〇委員 村上信哉君 

前もありましたけれども、ＩＣＴが入ってきて、どこかの部署に負担が掛かりすぎる

という、指導室か何かに負担が掛かりすぎるから、その部分を新設するような話があっ

たじゃないですか。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

そうですね、平成３０年の８月付で、今は教育総務課にありますけども、ＩＣＴ英語

教育推進係というものを新設いたしました。これは実際、教育委員会内部だけの話で、

条例の改正を伴わない組織の改編だったので、議会でそれに対してダメだというような

ことが制度上はできないということで、教育委員会で先月御説明した処務規則の改正だ

けで実施ができたということですね。 

〇委員 村上信哉君 

分かりました。今度の場合は、本当に必要なんですということを明確にしないと駄目

ですよ、ということですね。ありがとうございました。 

６.その他 

（１）行橋市教育委員会視察研修について 

〇教育長 長尾明美君 

では、その他に入らせていただきます。 

１つ目、行橋市教育委員会視察研修について、御説明をお願いいたします。 
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𠮷本課長、お願いいたします。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

教育総務課から御説明いたします。こちらは別添の資料になります。行橋市教育委員

会視察研修について、をお配りしていると思います。 

１１月の定例教育委員会の会議の後に御相談させていただいたんですが、この視察研

修の、第一候補としておりました大分県国東市で、令和２年４月１日付で開校いたしま

した国東市立志成学園、こちらに視察の受け入れを依頼したところ、承諾が得られまし

たので、令和５年２月１３日月曜日で実施をしたいと思っております。 

１枚目の裏にですね、当日のスケジュールを記載しております。当日は朝８時半に市

役所に集合して、公用車２台に分かれて研修に行きたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。また、詳細が定まりましたら、御連絡を差し上げたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

〇教育長 長尾明美君 

説明が終わりましたが、御質問、御意見等がありましたら、お願いいたします。 

水谷委員、どうぞ。 

〇委員 水谷知子君 

質問事項を事前に取りまとめ、ということで載っているんですが、こちらのほうは、

事務局のほうに取りまとめていただいて、ということですか。それとも私たちが質問を。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

いえ、こちらはですね、事務局のほうで事前に取りまとめさせていただこうと思いま

す。 

〇委員 水谷知子君 

分かりました。見せていただいて、こんなことも質問したいなということがあれば、

お伝えしても大丈夫ですか。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

はい。 

〇委員 水谷知子君 

分かりました、ありがとうございます。お願いします。 

〇教育長 長尾明美君 

その他は、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

（２）行橋市増田美術館企画展について 

〇教育長 長尾明美君 

続きまして、２件目、行橋市増田美術館企画展について御説明をお願いいたします。
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小川課長、お願いします。 

〇文化課長 小川秀樹君 

行橋市増田美術館企画展の御案内を申し上げます。 

お手元にチラシを配付しておりますが、増田美術館では現在ますびの九州のやきもの

と題した企画展を２月１９日まで開催しております。増田美術館は日本画と陶磁器がコ

レクションの柱となっていますが、今回は陶磁器のコレクションの中から選りすぐりの

九州の焼き物を展示しています。有田・唐津・上野・高取・薩摩など馴染み深い窯元の

作品が展示されていますので、ぜひお運びいただければと思います。以上でございます。 

〇教育長 長尾明美君 

説明が終わりました。御質問等は、よろしかったでしょうか。 

（「ありません」の声あり） 

その他ですが、他に何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

（「ありません」の声あり） 

では次に、次回開催日について、御説明をお願いいたしたいと思います。 

 𠮷本課長、お願いします。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

次回の定例教育委員会につきましては、１月２４日火曜日午後３時からとしたいと思

います。御都合はよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

場所は、本日と同じ市役所５階の第２委員会室となりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

〇教育長 長尾明美君 

では１月２４日火曜日１５時、第２委員会室、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇教育長 長尾明美君 

では、ここからは非公開での審議となります。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

（１５時２３分） 

閉会 １５時２５分 
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